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１．経緯及び趣旨 

 

平成２１年４月に中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会（以下「法科大学

院特別委員会」という。）が「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について（報

告）」（以下「特別委員会報告」という。）を取りまとめてから２年半以上が経過した。 

この間、法科大学院志願者数の減少や司法試験合格率の低迷状態が継続するにとどま

らず、平成２３年１１月に行政刷新会議における提言型政策仕分けにおいても「法科大

学院の需給のミスマッチの問題については、定員の適正化を計画的に進めるとともに、

産業界・経済界との連携も取りながら、法科大学院制度の在り方そのものを抜本的に見

直すことを検討する。」との取りまとめがなされるなど、法科大学院を含む法曹養成制度

全体を取り巻く状況は一層厳しさを増している。 

各法科大学院は、制度全体が極めて厳しい状況下にあることを十分に認識した上で、

法曹養成制度の中核的機関として社会の期待に応えるため、教育の改善に一層真摯に取

り組むことが不可欠である。本ワーキング・グループにおいても、特別委員会報告の提

言を踏まえ、これまでに４回、各法科大学院の教育の改善状況について調査を実施し、

その結果を公表して改善の取組を加速させるよう促してきた。 

第１回及び第３回の改善状況調査においては、すべての法科大学院に対し、現状の分

析や特別委員会報告を踏まえた改善の取組等について調査を実施し、調査結果において

は、入学者選抜や授業内容、成績評価、教育体制に関して課題を抱える一部の法科大学

院に対して個別に改善すべき事項を指摘した。 

また、入学者選抜の結果を踏まえた第２回及び第４回の改善状況調査においては、入

学者の質の確保のための取組が十分ではない法科大学院を中心に調査を実施し、調査結

果においては、入学者選抜における競争性（競争倍率２倍以上）の確保の徹底、適性試

験の合格最低基準点の設定及び入学定員の見直し等にかかる抜本的な改善の必要性を指

摘した。 

各法科大学院が特別委員会報告や本ワーキング・グループの指摘を踏まえ、入学定員

の削減等の改善に取り組んでいることはこれまでの調査でも確認されてきたところであ
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るが、一方で、一部の法科大学院では、これまでの調査結果で個別に指摘した事項等の

課題を抱えており、また、相当数の法科大学院においても改善によるその効果の顕在化

にはいたらず、依然として厳しい状況にあることもまた事実である。 

本ワーキング・グループは、今回、平成２３年司法試験の結果が９月に発表されたこ

とを踏まえ、第５回の改善状況調査として、第１回及び第３回の調査結果で指摘した課

題等を中心に、各法科大学院における改善の進捗状況について確認を行うこととした。 

 

 

２．調査の概要 

 

本ワーキング・グループにおいては、調査方針及び内容について審議した結果、以下

の方法で調査を実施した（調査対象校については別紙参照。）。 

 

（１）書面調査 

第１回及び第３回の改善状況調査と同様、すべての法科大学院を対象に書面調査

を実施した。これにより、第１回の改善状況調査時に法科大学院から説明があった

教育の改善の取組の進捗状況について、全体的な把握を行った。 

 

（２）ヒアリング調査及び実地調査 

以下のとおり、１０校に対してヒアリング調査、３２校（ヒアリング調査対象校

５校を含む。）に対して実地調査を実施した。 

①第３回の改善状況調査において、「重点的にフォローアップが必要」または「継続

的にフォローアップが必要」と指摘した法科大学院（２８校） 

第３回の改善状況調査における指摘を踏まえた改善の進捗状況について、直接

現地で確認を行う必要があると考えられることから、実地調査（教員との意見交

換、定期試験答案確認、学生面談等）を実施した（学生募集の停止時期を明示し

ている法科大学院については、実地調査対象から除外した。）。 

②その他の法科大学院 

（１）の書面調査及び平成２３年司法試験の結果を踏まえ、司法試験の合格率、

または修了直後の修了者における司法試験の合格率が著しく低い状況が継続して

いることなどから、修了者の質の確保に早急に取り組む必要があると考えられる

法科大学院（１０校）に対して、まず、ヒアリング調査を実施した。 

その結果、当該法科大学院の現状や改善のための取組等について、より詳細に

確認することが必要と判断された法科大学院（５校）について、実地調査（定期

試験答案確認、学生面談等）を実施した。 
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３．調査の結果 

 

前述の通り、法科大学院を含む法曹養成制度を巡る状況は極めて厳しい事態に陥って

いることに対して、今回の改善状況調査においても、全体として各法科大学院における

危機意識が高まっていることは実感できた。 

このような意識の下、多くの法科大学院では、本ワーキング・グループの指摘も踏ま

え、試行錯誤を重ねながら改善の取組を強化してきている。 

これらを踏まえ、今後の法科大学院の発展の観点から、今回の改善状況調査において

確認された改善の取組と今後の課題を概括的に示すと、以下のとおりである。 

なお、個別の法科大学院における改善状況に関する委員所見については、別紙に示し

た。これまでの改善状況調査において、個別に改善すべき事項について指摘した法科大

学院のうち、１１校については重点的に、２０校については継続的にフォローアップが

必要であるとした。 

 

（１）入学者選抜における入学者の質の確保に係る取組 

入学者選抜における入学者の質の確保の重要性については、過去４回に亘る調査

において、再三再四指摘してきたところであり、今回、ヒアリング調査や実地調査

を実施した大部分の法科大学院においては、調査実施時点の途中経過ではあるもの

の、平成２４年度入学者選抜において競争倍率２倍以上の確保に努める、法科大学

院統一適性試験の点数が著しく低い者を入学させないための合格最低基準点を導入

する等の改善の取組を行っていることが認められた。 

また、入学定員においても、前年度比で８７人減となり、ピーク時（５，８２５

名：平成１７～１９年度）と比較して１，３４１人削減される見通しとなっており、

入学者の質の確保の意識は引き続き着実に改善されてきていると考えられる。 

このように多くの法科大学院で改善に向けた取組がなされる一方で、数は限られ

ているものの、一部の法科大学院においては、平成２４年度入学者選抜における競

争倍率が依然として２倍を大きく下回るなど、入学者の質の確保の必要性について

の認識が不十分な法科大学院も見られた。入学者の質の確保が十分でない法科大学

院においては、学生間の学力や意欲にも大きな格差が見られ、結果として、法科大

学院が提供する教育全体の質が低下するなどの問題が生じていることもあり、法科

大学院の入口での質の確保の重要性について再認識する必要がある。 

また、受験者間の競争性を意識して競争倍率２倍は厳守するものの、入学者数を

確保するために、合格基準を下げているのではないかとの疑念を抱かせる法科大学

院も見られた。これらの法科大学院においては、入学者の質の確保の重要性を再認

識するとともに、適正な入学定員の在り方について検討する必要がある。特に、定

員充足率が５割に満たない状態が継続している法科大学院にあっては、その組織全

体の見直しに早急に取りかかる必要がある。 
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（２）教育内容・方法の改善や成績評価の厳格化等に係る取組 

各法科大学院においては、共通的到達目標を踏まえたカリキュラム改訂の実施や

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）等を通じた教育内容・方法の改善や成

績評価及び修了認定の一層の厳格化に取り組むなど、一定の取組が行われている。 

しかし、修了者の多くが修了直後の司法試験を受験せず、受験しても合格率が著

しく低いといった状況が依然として見られるとともに、学生からは法科大学院の授

業には期待していないという意見が聞かれるような法科大学院も一部存在した。こ

のような状況を改善するためには、十分な学力を身に付けた者のみを修了させるこ

と、同時に学生自身も到達目標を意識して学修し、司法試験を受験するのに十分な

学力を身に付けたという自信を持って修了できるようにする必要がある。 

また、数は限られるものの、一部には、成績評価や修了認定の在り方についてな

お課題を抱える法科大学院が見受けられる。例えば、 

・ シラバスに記載している成績評価の基準とは異なる方法で成績をつけている、 

・基礎的な理解を欠いていると思われる答案にもかかわらず、合格点ないしそれ以

上の評価を与えている、 

・ＧＰＡ制度を導入しているものの、成績評価においてＳ又はＡの成績の学生が過

半数となる科目があり、そのためＧＰＡによる厳格な進級・修了認定の信頼性が

疑われる、 

といった問題状況にある法科大学院があった。これらの法科大学院においては、教

育の在り方や、成績評価の在り方について、改善に向けた組織的な対応を図る必要

がある。 

 

 

 

４．おわりに 

 

３．で示したとおり、多くの法科大学院では、法曹養成制度を巡る極めて厳しい状況

も踏まえ、特別委員会報告の提言やこれまでの改善状況調査における本ワーキング・グ

ループの指摘事項等を真摯に受け止め、改善に取り組んできており、その中には、約２

年間という短期間にもかかわらず、かなりの改善効果を上げているところもみられる。 

一方で、一部の法科大学院では、法科大学院として様々な改善策を講じてきているに

もかかわらず、結果につながっていない大学院もあり、その原因分析を早急に行い、対

策を講じていく必要がある。 

さらには、これらの法科大学院の中には、残念ながら依然として危機意識に欠け、教

育の質の改善に関する真摯な取組が不十分なところも見られる。本ワーキング・グルー

プでは、数次にわたって問題点等を指摘することで各法科大学院における自発的な改善

を促してきたところであるが、こうした状況にある法科大学院がなお存在していること

を報告せざるを得ない。数は限られるとは言え、こうした一部の法科大学院の状況は、
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法科大学院制度全体の信頼性を損ねるにとどまらず、新たな法曹養成制度が一層の悪循

環に陥ることとなり、制度の根幹を揺るがしかねない。これらの法科大学院においては、

教育の質の改善のため、組織全体としてあらゆる手段を用いて抜本的な改善を果たせる

ように取り組んで行く必要がある。 

 

本ワーキング・グループでは、入学者選抜の結果や司法試験の結果を踏まえた調査を

今回の調査も含め５回に亘り実施してきたところであるが、上述のとおり、改善の取組

が確認できている一方、取組の内容、その効果について、引き続き確認していく必要が

ある法科大学院が複数存在することから、引き続き教育の質の改善のためのフォローア

ップを実施する必要がある。その際、フォローアップの実施方法については、実効的な

ものとなるよう、従前の手法を検証し、次回以降の調査については特に課題を抱える法

科大学院を中心に実施していくことが必要である。 

これまでも、問題意識に欠ける、改善の取組が不十分であるといった課題を抱える法

科大学院に対しては、本ワーキング・グループとしても、その課題について厳しく指摘

してきたところであり、文部科学省においても、深刻な課題を抱える法科大学院の自主

的・自律的な組織見直しを促進するための公的支援の見直し策を公表し、平成２３年司

法試験の結果により公的支援の見直しを行う対象校を決定しており、それによって平成

２４年度予算より公的支援の減額が実施されることとなるなど、その組織見直しの促進

が図られているところである。 

しかし、繰り返しになるが、法科大学院を含む法曹養成制度は極めて厳しい状況にあ

り、この状況を好転させるため、文部科学省としても、引き続き、定員見直しの促進を

はじめとしたあらゆる効果的な施策を講じる必要があると考える。 



【別紙】委員所見

平成２４年３月７日現在

入学者の質と競争性の確保 修了者の質の保証 今回の調査結果 参　考

№ 大学名

入学定員 競争倍率
新司法試験
合格者数

新司法試験
合格率

修了直後の
新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調
査

実地調査

第３回調査における
委員の所見

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23
試験

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

1 北海道大学 80 80 80 100 4.27 3.38 3.13 48 62 63 30.0% 43.1% 40.4% 25.6% 41.4% 45.8%

2 東北大学 80 80 80 100 2.44 2.29 2.63 54 58 30 31.8% 36.5% 19.5% 20.4% 33.7% 20.4%

3 筑波大学 36 36 36 40 3.77 4.53 5.58 4 11 3 7.3% 25.6% 8.8% 7.5% 25.0% 5.6%

4 千葉大学 40 40 40 50 5.97 4.93 8.51 29 30 24 39.2% 43.5% 37.5% 37.5% 43.9% 48.7%

5 東京大学 240 240 240 300 4.86 3.78 3.08 210 201 216 50.5% 48.9% 55.5% 54.1% 50.2% 56.6%

6 一橋大学 85 85 85 100 4.48 5.26 4.48 82 69 83 57.7% 50.0% 62.9% 62.0% 54.8% 69.3%

7 横浜国立大学 40 40 40 50 2.91 3.96 5.25 13 17 20 13.5% 19.1% 25.3% 12.5% 10.9% 30.4% ●

8 新潟大学 35 35 35 60 2.03 1.83 1.83 8 9 14 10.4% 11.0% 17.3% 13.3% 11.1% 13.1% ●

9 金沢大学 25 25 25 40 1.83 2.00 1.68 15 17 11 23.4% 31.5% 22.4% 25.8% 34.5% 19.2%

10 信州大学 18 18 18 40 1.59 1.21 1.87 4 5 4 7.7% 12.2% 15.4% 5.4% 11.5% 10.7% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について、一
定の取組がなされている。
　一部の科目については、基本的理解に
欠けていると思われるにも関わらず合格
とされており、厳格な成績評価が行われ
ているかは疑問があり、修了認定のレベ
ルについても検討する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして継続的なフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　成績評価においては、概ね適正
かつ厳格に評価がなされている
が、一部の科目では学生の能力
をより適切に評価するための一層
の工夫が望まれる。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが、新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば、現在の取組の効果を
検証しつつ、更に改善に取り組む
必要がある。

　改善のための取組が実施され、
今後一定の成果が見込まれると
考えられる。
　しかしながら、平成１９年度修了
生については、依然として合格者
が１人にとどまるなど、新司法試
験についても相当に厳しい合格状
況にあることを考えれば、継続的
にフォローアップを実施する必要
がある。



入学者の質と競争性の確保 修了者の質の保証 今回の調査結果 参　考

№ 大学名

入学定員 競争倍率
新司法試験
合格者数

新司法試験
合格率

修了直後の
新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調
査

実地調査

第３回調査における
委員の所見

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23
試験

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

11 静岡大学 20 20 20 30 2.45 1.69 1.75 7 6 4 14.9% 16.2% 11.1% 17.6% 12.5% 0.0% ●

　入学者選抜については、競争性の確保
の意識、適性試験最低基準点の設定等、
入学者選抜の厳格化について引き続き取
組がなされている。
　ＦＤ活動を活発に行い、授業内容・方
法、成績評価等についても組織的取組が
なされているが、成績評価については、科
目間でのずれが生じないように厳格に実
施することが必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が相
当実施されているが、司法試験の合格状
況が厳しいことも踏まえれば、現在の取
組の効果を検証しつつ、更に改善に取り
組む必要があることから、当ＷＧとして継
続的なフォローアップを実施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　ＦＤ活動については、様々な改
善が検討されているが、具体的方
策を実施するまでには至っておら
ず、早急に組織的取組を実施す
ることが必要である。
　授業内容・方法、成績評価等に
ついて、教員間で共通の認識の
下に取り組まれていない。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　組織的なＦＤ活動が十分機能し
ていないと考えられ、個々の教員
による授業内容の検討も十分と
はいえない点がうかがえる。
　また、具体的改善方策の検討も
進んでいない状況であることか
ら、改善が着実に実施されている
とは言い難い。
　さらに、新司法試験の合格状況
も相当に厳しいことも踏まえれ
ば、重点的にフォローアップを実
施する必要がある。

12 名古屋大学 70 70 70 80 3.83 5.25 2.95 43 49 40 31.6% 35.3% 33.3% 28.2% 34.9% 30.9%

13 京都大学 160 160 160 200 2.95 3.62 3.37 172 135 145 54.6% 48.7% 50.3% 58.9% 51.6% 59.4%

14 大阪大学 80 80 80 100 3.72 3.68 3.15 49 70 52 28.7% 38.9% 33.5% 30.1% 37.5% 28.6%

15 神戸大学 80 80 80 100 3.95 4.32 4.15 69 49 73 46.6% 34.0% 49.0% 58.8% 37.0% 52.4%

16 島根大学 20 20 20 30 2.07 1.33 1.74 4 3 1 8.7% 10.3% 4.3% 0.0% 6.7% 0.0% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について、一
定の取組がなされている。
　法科大学院として学生へのきめ細かな
指導に取り組んでいるが、一方で、一部
の学生からは、授業中心の学修に不安を
感じているとの意見もあり、法科大学院と
して改めて実態を確認し必要な対応をと
ることが求められる。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして継続的なフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　学生に対するオリエンテーション
の実施や学生との意見交換会の
開催等、一定の取組を実施してい
る。
　成績評価の厳格化のための組
織的な取組を行っているが、学生
が法科大学院の授業を中心に学
修し、修了すれば自信を持って新
司法試験を受験することができる
よう、引き続き改善に取り組む必
要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが、新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば、現在の取組の効果を
検証しつつ、更に改善に取り組む
必要がある。

　授業内容・方法・評価について、
教員と学生との間で十分な共通
理解が図られていないと思われ
る。
　また、学生面談の結果、基本的
な理解を十分身につけたという自
信を持てないまま修了する者も少
なからずいるのではないかと推測
される。
　さらに、平成２０、２１年新司法試
験では受け控えが多く、新司法試
験の合格状況も相当に厳しいこと
を踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。



入学者の質と競争性の確保 修了者の質の保証 今回の調査結果 参　考
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合格者数

新司法試験
合格率
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新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調
査

実地調査
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委員の所見

H24
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H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21
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H22
試験

H20
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H21
試験

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

17 岡山大学 45 45 45 60 2.61 2.04 1.41 23 8 13 31.5% 15.1% 25.0% 43.6% 16.2% 15.2%

18 広島大学 48 48 48 60 1.65 1.89 1.66 10 16 21 12.5% 20.8% 25.0% 6.8% 19.6% 15.4%

19 香川大学 20 20 20 30 2.05 1.08 1.52 2 10 3 4.5% 19.2% 7.1% 0.0% 14.3% 6.3% ●

　入学者選抜における競争性の確保等、
入学者選抜の厳格化についての取組が
実施されている。
　ＦＤ会議を重ねるなど、教員の共通認識
化に対する組織的な取組は一定程度行
われているが、その成果については見守
る必要がある。
　学生の授業への信頼度が低いことは問
題である。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして重点的にフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　ＦＤ等を通じ、授業科目間での内
容の調整や成績評価の厳格化に
ついて改善を行う努力が見られる
が、成績評価の結果等を見ると、
組織全体で徹底されるまでには
至っておらず、引き続き改善の努
力が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　授業科目間での内容の調整が
図られていないなど、組織的な改
善に取り組むことが必要であると
いう認識が不十分である。
　さらに、新司法試験の合格状況
も相当に厳しいことなども踏まえ
れば、重点的にフォローアップを
実施する必要がある。

20 九州大学 80 80 80 100 1.90 2.59 3.05 42 46 46 21.0% 26.3% 26.4% 23.2% 26.4% 28.1%

21 熊本大学 22 22 22 30 1.94 2.05 1.69 4 7 5 10.3% 20.6% 15.6% 12.5% 6.3% 17.4% ●

22 鹿児島大学 15 15 15 30 2.08 2.00 1.56 3 0 2 6.3% 0.0% 5.7% 5.6% 0.0% 4.5% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識するなど、入学者選抜の厳格化につい
ての取組がなされている。
　定期試験の解説を丁寧に行うなど、改
善の取組がなされているが、大学側も認
識しているとおり、共通の評価目標の設
定や到達度評価方法に関する取組が担
当教員ごとに行われており、組織として改
善の取組を一層実施していくことが望ま
れる。
　しかし様々な改善策が講じられているに
も関わらず、結果につながっていないこと
は事実であり、その原因の分析は急務で
ある。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして重点的にフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜において、入学者の
質の確保が十分になされていると
はいえない。
　学修の到達目標について教員
間で話し合い、学生に示すなど、
改善の努力がされているが、授業
や定期試験の実施方法に課題も
あり、さらに組織として改善を徹底
することが望まれる。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　大学側の改善方針が一部学生
側に伝わっていない部分があると
思われる。
　また、授業内容の検討や学生へ
の情報提供などについて組織的
な取組が不十分な状況にあると
考えられる。
　さらに、新司法試験についても
相当に厳しい合格状況にあること
も踏まえれば、改善が着実に実施
されているとは言い難く、重点的
にフォローアップを実施する必要
がある。



入学者の質と競争性の確保 修了者の質の保証 今回の調査結果 参　考
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23 琉球大学 22 22 22 30 1.72 1.36 2.21 7 5 4 16.7% 13.2% 10.0% 16.7% 12.5% 8.0% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされているが、志願者数の増
加など推移を見守る必要がある。
　ＦＤ活動、成績判定会議における成績分
布の検証、授業改善報告書の教員間で
の共有化などの取組が行われているが、
取組状況について教員間に差があり、組
織的な取組として改善を進める必要があ
る。
　指摘した事項に対する改善の取組が相
当なされているが、なお、課題もあり、司
法試験の合格状況が厳しいことも踏まえ
れば、現在の取組の効果を検証しつつ、
更に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして継続的なフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜については、依然と
して厳しい状況にある。
　授業参観や成績評価に関し、Ｆ
Ｄの取組が活発化しており、成果
につながるよう引き続き努力する
ことが必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが、新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば、現在の取組の効果を
検証しつつ、更に改善に取り組む
必要がある。

　改善の努力は行われているもの
の、組織的なFDの取組が十分に
実施されていないと考えられる。
　また、入学者選抜でも厳しい状
況にある。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。

24 首都大学東京 52 52 65 65 9.09 7.43 8.32 38 30 34 31.7% 29.7% 39.1% 39.0% 30.8% 50.9%

25 大阪市立大学 60 60 60 75 2.99 3.15 3.58 30 31 24 25.0% 26.1% 25.0% 24.2% 23.9% 27.7%

26

27

北海学園大学

東北学院大学

25

30

25

30

30

30

30

50

2.33

2.08

2.07

1.61

1.94

1.53

10

2

3

2

7

4

27.0%

5.6%

9.7%

5.1%

29.2%

12.1%

16.7%

0.0%

7.4%

0.0%

31.6%

0.0% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識するなど、入学者選抜の厳格化につい
て一定の取組がなされているが、学生の
二極化が進むなど更なる質の確保のため
の取組が必要である。
　カリキュラム改革を行うなど、一定の取
組が行われているが、成績評価の厳格
化、学習到達度の明確化等、総じて組織
的な取組となっておらず、組織的に改善
に取り組むことが必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして重点的にフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　教育内容・体制の問題点につい
て組織的な分析がなされておら
ず、カリキュラムの改善、成績評
価の厳格化、学修の到達度の明
確化等がいずれも不十分である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　学生の質の確保が相当困難と
なっているにもかかわらず、入学
者選抜での競争性の確保に関す
る取組や教育内容・方法の改善
のための取組が十分なされてい
ないと思われる。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。
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28 白鷗大学 20 25 25 30 2.29 1.71 1.58 1 2 4 2.5% 5.7% 16.7% 0.0% 4.0% 12.5% ●

　入学者選抜の厳格化について、一定の
取組がなされているが、学生数の確保の
ために抜本的な改善が必要である。
　定期試験の内容が知識確認にとどまっ
ているなど、成績評価に起因する問題点
の改善が不十分であり、組織的な取組が
必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして継続的なフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　きめ細やかな学修支援が行わ
れている一方で、学修の到達目
標の明確化や成績評価の厳格
化、より思考力を高めるための教
育内容の改善が必要ではないか
と思われる。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　改善のための取組が実施されて
いるものの、入学者選抜の状況な
どからみて、なお、競争的環境の
下で質の高い学生を確保できる
か懸念がある。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。

29 大宮法科大学院大学 50 70 70 100 1.88 1.61 1.56 9 12 12 6.4% 10.2% 14.8% 1.4% 3.8% 2.8%

桐蔭横浜大学との統合を発表。 　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する認識及びそのための取組が
不十分である。
　成績評価の厳格化の取組も不
十分である。教員間の連携によ
り、学生に学修の到達目標を示し
つつ、教育方法や成績評価方法
等の改善に取り組む必要がある。
　新司法試験の合格状況が厳し
いことも踏まえれば、継続的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

30 獨協大学 30 40 40 50 2.40 1.24 1.45 11 3 5 11.5% 3.7% 7.6% 6.7% 0.0% 4.2% ●

　入学者選抜の厳格化についての取組が
引き続きなされている。
　教育方法の改善等の取組がなされてい
るが、成績評価等について一層組織的な
取組を進める必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が相
当なされているが、司法試験の合格状況
が厳しいことも踏まえれば、現在の取組
の効果を検証しつつ、更に改善に取り組
む必要があることから、当ＷＧとして継続
的なフォローアップを実施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　きめ細かな学修支援が実施され
ている。成績評価等について、組
織的な取組が十分とはいえない
部分がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　授業内容や方法の改善に向け
た取組は一定程度行われている
ものの、入学者選抜の状況や新
司法試験の結果を踏まえた改善
策について、組織的な取組がいま
だ十分とはいえない。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。



34 慶應義塾大学 230 230 260 260 3.53 3.39 3.27 164 179 147 48.0% 50.4% 46.4% 51.8% 53.3% 51.7%

№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験
合格者数

修了者の質の保

新司法試験
合格率

証

修了直後の
新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調
査

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23
試験

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

31 駿河台大学 48 48 48 60 2.63 1.32 1.35 5 7 4 4.6% 7.6% 5.0% 3.4% 3.9% 2.1% ●

　入学者選抜における競争性の確保は意
識されており、入学者選抜の厳格化につ
いて一定の取組がなされている。
　成績評価の基準が不明確で科目間の
対応に差も生じており、教育の改善の取
組について組織的な対応が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして継続的なフォローアップを実
施していく。

　　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　ＧＰＡ制度の導入等、厳格な成
績評価についての一定の取組が
なされているが、ＦＤ等により、組
織的に更なる改善に取り組む必
要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが、新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば、現在の取組の効果を
検証しつつ、更に改善に取り組む
必要がある。

　改善の取組は実施されている
が、改善効果が認められる段階
に至っているとはいえない。
　厳格な成績評価・修了認定の徹
底などについては、改善が十分な
状況に達しているとはいえない。
　さらに、新司法試験の合格状況
も相当厳しいことも踏まえれば、
継続的にフォローアップを実施す
る必要がある。

32 青山学院大学 50 50 50 60 2.63 2.58 3.27 8 3 8 9.4% 3.6% 9.0% 10.3% 5.9% 7.1% ●

　入学者選抜については、競争性の確保
を意識するなど入学者選抜の厳格化につ
いて一定の取組がなされている。
　成績評価については、一部においてそ
の厳格性に疑問があり、また学生への評
価方法・基準の明示等について教員間に
バラツキがあり、組織全体として取り組む
必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして継続的なフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性は
確保されているが、相当数の合格
者を出しながら、入学者数が入学
定員を大幅に下回っており、入学
者の質の確保がなされているの
か検証が必要である。
　成績評価・修了認定の厳格性の
確保に疑問がある。
　カリキュラムや授業内容・方法、
教育体制、成績評価等の在り方
について組織的な改善の取組が
必要である。
　新司法試験の合格状況が厳し
いことも踏まえれば、継続的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

33 学習院大学 50 50 50 65 2.44 5.55 3.94 18 19 21 22.5% 20.2% 24.4% 16.2% 25.6% 25.5%



№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験
合格者数

修了者の質の保

新司法試験
合格率

証

修了直後の
新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23
試験

H21
修了
H22
試験

H20
修了
H21
試験

査

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

35 國學院大學 40 40 40 50 2.00 1.35 2.09 5 5 6 6.9% 7.4% 10.9% 8.6% 8.1% 8.5% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
　一部において定期試験の採点が非常に
甘く、成績評価の厳格化については、なお
課題であり、その徹底に取り組む必要が
ある。
　ＦＤの取組を一定程度実施しているが、
その結果が組織的に共有されているか疑
問である。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、なお課題
もあり、司法試験の合格状況が厳しいこと
も踏まえ、現在の取組の効果を検証しつ
つ、更に改善に取り組む必要があること
から、当ＷＧとして継続的なフォローアップ
を実施していく。

　入学者選抜において、入学者の
質の確保がなされているかなお懸
念がある。
　ＧＰＡ制度の導入等、成績評価
の厳格化に一定程度取り組んで
いるが、なお課題も見られ、その
徹底に取り組む必要がある。
　カリキュラムや授業内容・方法
の改善について、より抜本的な措
置を講じる必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　教育内容や方法の改善や成績
評価の厳格化に向けた取組は一
定程度行われているものの、入学
者の質の確保に向けて改善の取
組が十分になされているとは言い
難い。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。

36 駒澤大学 36 45 50 50 2.40 1.49 2.03 2 9 5 2.5% 13.2% 10.4% 0.0% 10.0% 4.0% ● ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識するなど、入学者選抜の厳格化につい
ての取組がなされている。
　成績評価の厳格化、学修の到達度の明
確化などが不十分で、その徹底に組織的
に取り組む必要がある。
　改善の取組が一定程度なされている
が、なお課題もあり、司法試験の合格状
況が厳しいことも踏まえ、当ＷＧとして継
続的なフォローアップを実施していく。

37

38

上智大学

成蹊大学

90

45

90

45

100

50

100

50

4.09

2.16

3.98

3.43

5.44

4.45

39

11

33

11

40

14

20.2%

12.1%

19.6%

11.8%

27.8%

20.6%

18.6%

8.5%

23.2%

8.5%

26.9%

20.4% ● ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識するなど、入学者選抜の厳格化につい
ての取組がなされている。
　GPAを用いた修了認定や一定の履修制
限を設けることで、厳格な修了認定への
取組も着手している。
　一方で、定期試験の在り方について成
績分布、採点基準、答案の講評・返却に
ついて教員間での取組にバラツキがあ
り、FD会議等を通じて改善に取り組む必
要がある。



№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験
合格者数

修了者の質の保

新司法試験
合格率

証

修了直後の
新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23

H21
修了
H22

H20
修了
H21

査

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

試験 試験 試験

39 専修大学 55 55 60 60 2.57 2.47 3.55 17 19 17 14.4% 19.6% 20.5% 8.7% 18.3% 13.5%

40

41

創価大学

大東文化大学

35

40

35

40

35

40

50

50

2.65

1.22

2.42

1.16

3.52

1.24

12

2

18

2

12

3

14.0%

2.9%

19.6%

4.3%

15.8%

7.0%

22.5%

5.3%

25.0%

6.7%

12.0%

2.8% ●

　入学者選抜において、入学者の質の確
保を図るという認識が極めて不十分であ
り、改善のための真摯な取組が見られな
い。
　成績評価の厳格性を担保するための取
組が進んでおらず、厳格な成績評価がな
されているか疑問である。
　極めて深刻な状況にあることを大学も認
識しており、組織として、教育の在り方に
ついて抜本的な見直しに早急に取り組む
必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして重点的にフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜において、競争性の
確保がなされておらず、入学者の
質の確保を図るという認識が極め
て不十分である。
　ＧＰＡ制度の導入等、成績評価
の厳格化に一定程度取り組んで
いるが、厳格性の担保がなされて
おらず、その徹底に組織的に取り
組む必要がある。
　組織として、教育の在り方の抜
本的な見直しにすみやかに取り
組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　厳格な成績評価が実施されてい
ない科目が一部にみられ、成績
評価の在り方に問題がある。
　個々の教員の成績評価の厳格
性に対する認識も不十分であり、
組織的なＦＤ活動や改善への取
組がなされているとはうかがえな
い。
　また、入学者選抜での競争性確
保に向けた改善も不十分である。
　さらに、新司法試験についても
相当厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

42

43

中央大学

東海大学

270

30

270

30

300

40

300

50

2.94

1.30

3.94

1.35

4.43

1.22

176

7

189

2

162

3

38.2%

9.9%

43.1%

3.6%

43.4%

6.0%

43.0%

4.2%

47.5%

0.0%

49.8%

2.8% ●

　入学者選抜における競争性の確保等、
入学者の質の確保に関する認識が依然
として不十分である。
　成績評価にバラツキがあり、厳格な成績
評価が行われているか疑問である。
　教育の在り方（授業内容・方法、カリキュ
ラム等）について問題がないか、組織とし
て真摯に検討し、早急に改善のための抜
本的かつ具体的な措置を講ずることが必
要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして重点的にフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する認識及びそのための取組が
不十分である。
　また、授業内容・方法の改善
や、成績評価の厳格化に向けた
取組が不十分であり、その改善に
組織的に取り組む必要がある。
　大学として教育の在り方につい
てすみやかに改善のための具体
的措置を検討する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　入学者選抜は実質的に機能し
ておらず、入学者の質が十分確
保されていないといえる。
　また、教員間の連携による、教
員の資質能力の向上や授業内容
の質の向上への取組が不十分で
ある。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップする必要がある。



47 明治大学 170 170 170 200 3.86 2.17 3.79 90 85 96 24.0% 25.4% 31.0% 23.8% 19.7% 29.3%

№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験
合格者数

修了者の質の保

新司法試験
合格率

証

修了直後の
新司法試験

合格率

ヒア
リン
グ調

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23

H21
修了
H22

H20
修了
H21

査

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

44 東洋大学 40 40 40 50 2.13 2.11 1.98 11 7 5 12.5% 9.1% 7.1%

試験

8.1%

試験

8.8%

試験

5.0% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
　成績評価の厳格化に向けた取組を引き
続き行っている一方、教員によって学生
への対応についてバラツキがあり、ＦＤを
通じて更なる教員の意識向上を図る必要
がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が相
当なされているが、司法試験の合格状況
が厳しいことも踏まえれば、現在の取組
の効果を検証しつつ、更に改善に取り組
む必要があることから、当ＷＧとして継続
的なフォローアップを実施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　ＧＰＡ制度の導入等、成績評価
の厳格化に向けた取組を行って
いる。その効果について、引き続
き検証を行う必要がある。
　教員の意識の向上やＦＤ等の取
組がされており、引き続き改善に
取り組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが、新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば、現在の取組の効果を
検証しつつ、更に改善に取り組む
必要がある。

　改善の努力は行われているもの
の、いずれについても現状を大き
く好転させるまでには至っていな
いと思われる。
　特に厳格な成績評価・修了認定
の徹底に関する取組自体も未だ
不明確な部分が見られ、入学者
や教員の質の確保などでも相当
厳しい状況にある。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

45 日本大学 80 80 100 100 2.01 1.73 1.84 12 21 20 6.5% 12.9% 13.1% 3.6% 7.3% 10.5% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
　成績評価の厳格化への取組を継続して
いるが、成績評価における平常点等の扱
いに疑義もあり、組織的に検証して改善
に取り組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして重点的にフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜の競争性の確保に
ついては、一定程度の改善の取
組を行っており、入学者の質の確
保が実効的になされているかを見
守る必要がある。
　成績評価の厳格化に一定程度
取り組んでいるが、厳格性の担保
が十分とはいえず、その徹底を図
る必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　入学定員の見直しなどの入学者
の質の確保や、厳格な成績評価
などの修了者の質の保証などに
向けた取組が十分に行われてい
ないにもかかわらず、改善の必要
性があることに対する十分な認識
がなされていないと思われる。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

46 法政大学 80 80 100 100 2.44 2.58 2.55 31 24 25 16.9% 14.5% 18.1% 7.0% 10.6% 15.3% ●



№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験
合格者数

修了者の質の保

新司法試験
合格率

証

修了直後の
新司法試験

ヒア
リン
グ調

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23

H21
修了
H22

合格率

H20
修了
H21

査

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

48 明治学院大学 40 60 60 80 1.46 1.36 1.62 5 9 9 4.5% 10.3% 11.7%

試験

2.0%

試験

6.0%

試験

5.6% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
　学修の到達目標を明示するなど、一定
の改善は見られるものの、成績評価の厳
格化など、組織全体として更なる改善の
取組が求められる。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして継続的なフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する認識及びそのための取組が
不十分である。
　教員間の連携が不十分ではな
いかと考えられる。ＦＤの充実等
により教員間で認識の共有等を
図り、学生に対して学修の到達目
標を明示するとともに、成績評価
の厳格化に取り組むなど、組織的
に改善の取組を行う必要がある。
　新司法試験の合格状況が厳し
いことも踏まえれば、継続的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

49 立教大学 65 65 70 70 3.14 3.55 3.76 17 24 25 13.8% 20.7% 22.3% 6.9% 26.8% 21.9%

50

51

早稲田大学

神奈川大学

270

35

270

35

300

35

300

50

2.95

1.77

2.99

1.85

2.72

2.21

138

4

130

8

124

4

31.9%

6.6%

32.7%

15.1%

32.6%

6.7%

37.5%

4.3%

34.1%

6.3%

34.4%

10.0% ●

　入学者選抜については、競争性の確保
を意識するなど、入学者選抜の厳格化に
ついて一定の取組がなされている。
　授業と自学自修のバランスについて組
織的に検討することが必要である。
　司法試験で求められるレベルにまで教
育するという意識をさらに強く持つ必要が
ある。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして継続的なフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における入学者の
質の確保に向けた取組を一定程
度行っているが、競争性の確保が
なお不十分である。
　また、ＧＰＡ制度の導入等、成績
評価や進級・修了認定の厳格化
に向けた取組についても、一定程
度行っている。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　授業方法や定期試験問題につ
いて、学修到達度を的確に認識し
たうえでの改善を行うべき点がみ
られる。
　また、カリキュラムの構成意図
が学生側に十分伝わっているか
について懸念がある。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。



55 愛知大学 30 30 40 40 2.04 1.86 2.14 8 14 20 22.2% 31.8% 48.8% 35.0% 25.0% 59.3%

№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験
合格者数

修了者の質の保

新司法試験
合格率

証

修了直後の
新司法試験

ヒア
リン
グ調

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24
（予定）

H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23 H22 H21

H22
修了
H23

H21
修了
H22

合格率

H20
修了
H21

査

対象
校

対象
校

実地調査における委員の所見

52 関東学院大学 25 30 30 30 1.76 1.13 1.47 5 3 7 10.9% 5.5% 12.5%

試験

12.5%

試験

20.0%

試験

15.4% ●

　入学者選抜における競争性の確保等、
入学者選抜の厳格化についての取組が
実施されている。
　教育内容・方法については、各段階での
到達目標を明示して授業を実施するなど
の取組が行われているが、成績評価につ
いては更に適切なＦＤ活動が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして継続的なフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保のた
めの取組が不十分である。
　成績評価については、概ね適切
に実施されているが、一部評価基
準が不明確な科目があり、一層
厳格化を徹底する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　授業内容や方法の改善に向け
た取組は一定程度行われている
ものの、入学者選抜の改善に向
けた取組が十分なされているとは
いえない。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。

53 桐蔭横浜大学 50 60 60 70 1.27 1.19 1.36 6 6 8 6.9% 7.2% 12.9% 8.2% 2.0% 8.6% ●

　入学者選抜については、競争性の確保
を意識するなど、入学者選抜の厳格化に
ついて一定の取組がなされている。
　成績評価については、概ね適切になさ
れているが、一部評価基準が不明確な科
目もあり、一層厳格化を徹底する必要が
ある。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要がある。
　なお、大宮法科大学院大学との統合に
ついては、事務担当者も含め、円滑に実
施できるように進めていくことが必要であ
ることから、当ＷＧとして継続的なフォロー
アップを実施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する認識及びそのための取組が
不十分である。
　成績評価の厳格化や自学自習
の支援に取り組んでいるが、今後
も改善の努力の継続が必要であ
る。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　成績評価の厳格化に向けた取
組に着手しているものの、教員組
織のあり方や教育方法などにつ
いての改善がなお不十分であると
考えられる。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップを実施する必要がある。

54 山梨学院大学 35 35 35 40 2.50 2.30 3.33 7 14 12 15.6% 27.5% 26.1% 17.4% 34.6% 27.3%



58 南山大学 40 40 50 50 1.44 1.55 1.91 21 10 18 26.3% 13.7% 30.5% 31.0% 8.9% 19.1%

59 名城大学 40 40 40 50 1.23 1.38 1.55 7 10 7 9.7% 20.0% 18.9% 15.6% 16.2% 5.3%

№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験

修了者の質の保

新司法試験

証

修了直後の
新司法試験

ヒア
リン

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23

合

H22

格者

H21

数

H23 H22 H21

合格率

H22
修了

合

H21
修了

格率

H20
修了

グ調
査

対象 対象
実地調査における委員の所見

56 愛知学院大学　

（予定）

25 25 35 35 1.18 1.35 1.20 1 3 4 2.4% 8.8% 15.4%

H23
試験

0.0%

H22
試験

9.1%

H21
試験

校

9.4%

校

●

　入学者選抜における競争性の確保等、
入学者の質の確保に関する認識が極め
て不十分であり、入学者選抜の在り方に
ついて改善方策を早急に検討する必要が
ある。
　シラバスに記載された評価方法と異なる
運用を行っている場合等、成績評価につ
いて依然として教員間での共通認識と
なっておらず、それを補正する組織的取
組も不十分であり、さらに改善の取組が
必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして重点的にフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する認識が不十分であり、他の法
科大学院を大きく下回る状況が続
いている。
　成績上位者に対する特別な学
修相談や予備校の答案練習への
組織的支援をやめるなど、制度の
改正がなされているが、受け入れ
た学生に基礎的な力量を身に付
けさせ、それを伸ばせるよう、法科
大学院として責任を持って取り組
む努力が今後も必要である。
　成績評価については、一定の改
善を図ろうとしていることがうかが
えるが、教員間で共通の認識にな
るまでに至っているとは認められ
ない。さらなる改善の取組の検
討・努力が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　法科大学院として、改善の必要
性が正しく認識されていないた
め、成績上位者による予備校の
答案練習を組織的に支援するな
ど、受け入れた学生を自ら責任を
持って教育しようという意識が希
薄であり、法科大学院での教育を
中心とした教育課程および学修指
導体制を再構築する必要がある。
　また、入学者選抜での競争性確
保についても深刻な状況にあるに
もかかわらず適切な方策がとられ
ないままであり、改善計画自体も
全般的に不明確である。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、特に重点
的にフォローアップを実施する必
要がある。

57 中京大学 25 25 30 30 2.00 1.44 1.64 8 6 6 20.5% 14.3% 15.8% 16.7% 16.7% 21.1%



№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験

修了者の質の保

新司法試験

証

修了直後の
新司法試験

ヒア
リン

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24 H23 H22 H21 H23 H22 H21 H23

合

H22

格者

H21

数

H23 H22 H21

合格率

H22
修了

合

H21
修了

格率

H20
修了

グ調
査

対象 対象
実地調査における委員の所見

60 京都産業大学

（予定）

32 40 40 60 2.00 1.56 1.52 3 4 1 3.2% 5.4% 2.0%

H23
試験

0.0%

H22
試験

0.0%

H21
試験

校

0.0%

校

●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされているが、学生の二極化
が進むなど更なる質の確保のための取組
が必要である。
　授業内容・方法についても到達目標を
示すなど一定程度改善の取組が行われ
ているが、成績評価の厳格化については
依然として課題を抱えており、組織全体と
して取り組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして重点的にフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における改善の取
組を一定程度行っているが、競争
性の確保等、入学者の質の確保
に向けた取組がなお不十分であ
る。
　成績評価の厳格化について、一
定程度改善の取組が行われてい
るが、厳格性にはなお課題を抱え
ており、組織全体として徹底する
必要がある。
　学生が修了までに必要な学力を
身に付けることができるよう、入学
者の質の確保やカリキュラム改革
に引き続き取り組む必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に

　成績評価の厳格化など改善の
取組が進められているが、すべて
の教員にそれが徹底されていると
は言い難い状況にあると思われ
る。
　また、それぞれの授業でも到達
度を見据えて責任をもって学生を
教育するという共通の認識のもと
に行われているとはうかがえな
い。
　入学者選抜の状況からみて、質
の確保についても不十分である。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

改善に取り組む必要がある。

61

62

63

同志社大学

立命館大学

龍谷大学

120

130

25

120

130

25

120

150

30

150

150

60

2.01

2.00

2.18

1.53

1.80

1.06

1.89

1.92

1.66

65

40

5

55

47

8

45

60

5

23.5%

15.3%

6.5%

21.0%

18.9%

11.4%

19.1%

24.7%

10.4%

13.0%

13.5%

2.2%

20.3%

15.2%

1.9%

17.9%

29.6%

11.4% ●

　入学者選抜における競争性の確保につ
いては改善傾向が見られるが、入学者選
抜の厳格化についての取組を一層厳格
に実施する必要がある。
　ＧＰＡ制度や進級制度を導入している
が、これらの制度が有効に機能している
か検証していく必要がある。
　司法試験を受け控える者が増加してお
り、学生が自信を持って修了できるように
教育内容に改善すべき点が無いかにつ
いて検討することが必要である。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして継続的なフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における競争性に
ついては、一定程度改善が見ら
れるが、この状況が継続するか改
善の取組の在り方等を含めて検
証し、引き続き努力する必要があ
る。
　カリキュラム改革や成績評価の
厳格化について、一定程度改善
の取組が行われている。ただし、
修了認定の在り方については、検
証が必要である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が一定程度なされているが、な
お課題もあり、新司法試験の合格
状況が厳しいことも踏まえ、現在
の取組の効果を検証しつつ、更に
改善に取り組む必要がある。

　改善のための取組が実施されて
いるものの、入学者選抜での競争
倍率が低く、入学者の質の確保に
懸念が見られる。
　さらに新司法試験について相当
に厳しい合格状況にあることも踏
まえれば、継続的にフォローアッ
プを実施する必要がある。



67 関西学院大学 100 100 125 125 1.16 1.88 1.59 26 37 37 14.6% 20.3% 19.4% 11.0% 13.5% 19.7%

68 甲南大学 50 50 50 60 1.66 1.41 1.74 18 11 17 16.1% 10.0% 18.3% 12.8% 7.8% 17.1%

№ 大学名

入学者の質と競争

入学定員

性の確保

競争倍率
新司法試験

修了者の質の保

新司法試験

証

修了直後の
新司法試験

ヒア
リン

今回の調査結果

実地調査

参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24

合格者数 合格率

H22
修了

H21
修了

合格率

H20
修了

グ調
査

対象 対象

64 大阪学院大学

（予定）

30

H23

30

H22

45

H21

50

H23

2.09

H22

1.54

H21

1.19

H23

2

H22

3

H21

2

H23

2.6%

H22

5.5%

H21

5.6%

H23
試験

0.0%

H22
試験

3.2%

H21
試験

校

2.4%

校

●

実地調査における委員の所見

　入学者選抜の厳格化についての取組は
一定程度なされている。
　学修の到達目標の明示や成績評価に
ついては、個々の教員における取組がな
されているものの、組織的な取組として改
善を進める必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして重点的にフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における入学者の
質の確保に向けた取組は一定程
度なされている。
　成績評価について、依然として
その在り方に問題がある。
　学生に対して学修の到達目標を
明確にした教育を行っておらず、Ｆ
Ｄも十分に機能していないため、
組織的な改善に向けた取組・意識
も欠けている。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　厳格な成績評価が実施されてい
ない科目が一部みられるなど、成
績評価の在り方に重大な問題が
あるにもかかわらず、対策が講じ
られていない。
　また、学生に対して到達レベル
を明確にした教育を行うための組
織的な取組もなされていない。
　また、入学者選抜状況を踏まえ
た入学定員見直しなどの入学者
の質の確保に関する認識と取組
も不十分である。
　さらに、新司法試験についても
相当厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップが必要である。

65

66

関西大学

近畿大学

100

40

100

40

130

40

130

60

2.02

1.75

1.67

1.46

1.97

1.34

35

8

32

8

35

9

16.7%

13.8%

14.5%

14.0%

16.9%

18.0%

11.5%

17.4%

7.7%

12.1%

15.5% ●

21.2% ●

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
　成績分布について、教員間での意識統
一が図られているか疑問であり、全体とし
て厳格な成績評価がなされていない。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更
に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして継続的なフォローアップを実施
していく。

　入学者選抜における競争性の
確保を意識し、入学者の質の確
保について、一定の取組がなされ
ている。
　授業内容・方法等について、継
続的に改善されている。
　指摘した事項に対する改善の取
組が相当なされているが、新司法
試験の合格状況が厳しいことも踏
まえれば、現在の取組の効果を
検証しつつ、更に改善に取り組む
必要がある。

　学生の要望などを踏まえ、授業
内容や方法の改善のための取組
は一定程度行われている。
　しかし、入学者選抜の状況とそ
れに伴う入学者の質の確保、少
人数をいかした取組など、いまだ
改善が十分とはいえない。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、継続的にフォロー
アップする必要がある。



№ 大学名

入学者の質と競争性の確保

新司法試験

修了者の質の保

新司法試験

証

修了直後の
ヒア
リン

今回の調査結果 参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

H24

入学定員 競争倍率
合格者数 合格率

H22
修了

新

H21
修了

司法試
合格率

H20
修了

験
グ調
査

対象 対象

実地調査

69 神戸学院大学

（予定）

35

H23

35

H22

35

H21

60

H23

2.00

H22

1.74

H21

1.30

H23

1

H22

4

H21

3

H23

2.6%

H22

10.3%

H21

10.7%

H23
試験

0.0%

H22
試験

4.5%

H21
試験

校

9.1%

校

●

実地調査における委員の所見

　入学者選抜の厳格化についての取組が
一定程度なされている。
　学生は三年間の学修で司法試験に合
格できるレベルに達するとは考えておら
ず、何に問題があるのかについて、入学
者選抜、教育内容・方法、成績評価・修了
認定について、一環したシステムとしてみ
た場合の問題点を掘り起こしたうえで、こ
れらを組織的に改善していくことを至急検
討する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が全
体的に進んでいるとは言い難く、司法試
験の合格状況が厳しいことも踏まえ、早
急に改善に取り組む必要があることから、
当ＷＧとして重点的にフォローアップを実
施していく。

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する認識及びそのための取組が
不十分である。
　成績評価の厳格性に問題があ
り、教員間で認識を共有し、改善
に取り組む必要がある。
　現状や教育の問題点に対する
分析・認識が不十分である。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が
厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　競争倍率を２倍に近づける努力
は行っているものの、質の高い入
学者の確保の見通しが立ってい
るとはいえない。
　また、新司法試験の合格状況に
関する分析・認識が不十分であ
り、授業や成績評価の改善効果
が認められる段階にまではいたっ
ていない。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が
ある。

70 姫路獨協大学 募集停止 募集停止 20 30 - - 1.88 0 0 2 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% ― ―

平成２３年度より学生募集停止 　入学者選抜が実質的に機能し
ていないため、入学者の質が十
分確保されていないといえる。
　入学者の質の確保のための今
後の取組も不明確である。
　さらに、新司法試験について相
当に厳しい合格状況にあることも
踏まえれば、改善が着実に実施さ
れているとは言い難く、重点的に
フォローアップを実施する必要が

71 広島修道大学 30 30 30 50 2.00 1.12 1.15 7 7 6 14.3% 11.7% 12.8% 3.2% 11.1% 18.8% ● ●

ある。

　入学者選抜における競争性の確保等、
入学者選抜の厳格化についての取組が
実施されている。
　教育方法については、学生の自学自習
の在り方も踏まえ、改善の取組を実施す
る必要があり、また厳格な成績評価が実
施されていない科目が一部みられるな
ど、成績評価の厳格化のための取組を実
施する必要があることから、継続的にフォ
ローアップする必要がある。



4、484
（予定）

4,571 4,909 5,765 2.88 2.74 2.81 2,063 2,074 2,043 23.5% 25.4% 27.6% 25.3% 25.7% 28.2% 10校 32校計（平均）

№ 大学名

入学者の質と競争性の確保

新司法試験

修了者の質の保

新司法試験

証

修了直後の
ヒア
リン

今回の調査結果 参　

第３回調査における
委員の所見

考

第１回調査における
委員の所見

入学定員 競争倍率
合格者数 合格率

H22

新司
合

H21

法試
格率

H20

験
グ調
査

対象 対象

実地調査

72 久留米大学

H24
（予定）

30

H23

30

H22

30

H21

40

H23

2.05

H22

1.47

H21

1.36

H23

4

H22

6

H21

5

H23

7.7%

H22

11.8%

H21

10.0%

修了
H23
試験

0.0%

修了
H22
試験

0.0%

修了
H21
試験

校

10.7%

校

●

実地調査における委員の所見

　入学者選抜の厳格化についての取組を
実施しているが、学生の二極化が進んで
おり、更なる質の確保のための取組が必
要である。
　新しいカリキュラムを導入するなど一定
の改善の取組が見られるものの、成績評
価の厳格化については、引き続き組織的
に取組を行う必要がある。
　全体として極めて厳しい状況が続いてお
り、入学者の質の確保、教育の質の向上
等あらゆる選択肢を排除せずに改善策を
早急に実施する必要がある。
　指摘した事項に対する改善の取組が一
定程度なされているが、なお課題もあり、
司法試験の合格状況が厳しいことも踏ま
え、現在の取組の効果を検証しつつ、更

　入学者選抜における競争性の
確保等、入学者の質の確保に関
する取組が不十分である。
　教育方法やカリキュラムについ
て改善のための議論が行われて
いるものの、議論の途上にある部
分も多く、引き続き改善の取組を
実施する必要がある。
　成績評価の厳格化のための取
組は一定程度されているが、カリ
キュラムの改革とあわせて引き続
き組織的に検討を行う必要があ
る。
　指摘した事項に対する改善の取
組が全体的に進んでいるとは言
い難く、新司法試験の合格状況が

教育方法やカリキュラムの改善に
向けた取組は開始されているもの
の、法科大学院で必要とされる到
達度に対する認識や教育の改善
の方向性についてなお検討すべ
き課題も多くある。また、入学者の
質の確保のための取組も十分と
は思われない。さらに、新司法試
験についても相当に厳しい合格状
況にあることも踏まえれば、改善
が着実に実施されているとは言い
難く、重点的にフォローアップを実
施する必要がある。

73 西南学院大学 35 35 35 50 2.04 1.61 1.15 6 8 10 7.7% 11.1% 14.9% 6.3% 9.3% 9.5% ● ●

に改善に取り組む必要があることから、当
ＷＧとして重点的にフォローアップを実施
していく。

厳しいことも踏まえ、早急に改善
に取り組む必要がある。

　入学者選抜の厳格化についての取組を
実施しているが、学生の二極化が進んで
おり、更なる質の確保のための取組が必
要である。
　成績評価は概ね適切で、進級判定も厳
格に実施されており、厳格な成績評価が
行われている。
　司法試験の結果が厳しい状況にあるの

74 福岡大学 30 30 30 30 2.03 1.18 1.37 3 8 7 8.1% 22.2% 18.4% 0.0% 9.1% 11.1% ● ●

で、引き続き改善の努力を行うことが必要
であることから、当ＷＧとして継続的なフォ
ローアップを実施していく。

　入学者選抜における競争性の確保を意
識し、入学者選抜の厳格化について一定
の取組がなされている。
　進級判定、修了認定が厳格に行われて
いる一方、純粋未修者が適合していける
ようにする組織的配慮や適合できなかっ
た者に対するフォローの取組が重要であ
る。
　さらに、司法試験についても相当に厳し
い合格状況にあることも踏まえれば、重
点的にフォローアップを実施する必要が
あることから、当ＷＧとして継続的なフォ
ローアップを実施していく。
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